
防火区画 

１．6000㎡未満の福祉施設におけるスプリンクラー設備を設置することを要しない延焼抑制構造 

資料３－８      スプリンクラー設備の設置を要しない延焼抑制構造 

準耐火構造 
の壁・床で区画 

１０００㎡未満 

耐火構造の壁・
床で区画 

区画は１００㎡以下
かつ４以上の居室を

含まない 

令１２条第１号に掲げる 
防火対象物である 

区画は 
２００㎡以下 

単一用途（建築物に施設以外の用途がない） 

内装制限 

延べ面積１００㎡未満 

居室を区画 
（１００㎡以上は防火区画） 

煙感知器 
入所者が利用する居室に屋内外

から開放可能な開口部 
入所者が利用する居室の 

２方向避難 

Yes 

Yes 

第２項第１号 第２項第２号 

Yes 

 

第１項第１号 第１項第２号 

２７５㎡未満 

改正消防法施行規則第１２条の２ 

１０００㎡以上 

No 
100㎡以上 

No 

No 

内装制限 
（居室を区画す
ることを要しな

い） 

入所者が利用す
る居室が避難階 

Yes 

Yes 

 内装制限を要しない
ための検証 

No 
100㎡ 
未満 

1 

入所者が利用する居室が避難階 

ア イ ウ 

スプリンクラー設備の設置を要しない 

福祉施設におけるスプリンクラー設備を設置することを要しない延焼抑制構造の適用範囲を拡大し、
病院・診療所・助産所にも適用することができるものとしてはどうか。 



       消防法施行規則第１２条の２「第１項第１号」の構造 

居室 居室 居室 居室 共用室 

廊下 

2 

ア イ 

廊下 

防火対象物全体が構造要件に適合することでスプリンクラー設備を要しない。 

ア 

イ 

防火区画 内装 

区画部分 区画の面積 区画の扉 避難経路 その他 

1000㎡以上
6000㎡未満 

耐火構造 
居室を区画 200㎡以下ごと 特定防火設備 

準不燃 難燃 
1000㎡未満 準耐火構造 

３室以下ごと 100㎡以下ごと 防火設備 

３室以下かつ100㎡以下 ３室以下かつ100㎡以下 

居室 居室 

防火区画 準不燃材料 難燃材料 

ア 

イ 

居室 居室 居室 居室 
（200㎡以下） （200㎡以下） 



防火区画を要さない＋居室（共用室を含む）の数を問わない 

１F（避難階） 居室 居室 共用室 従業員室 
平屋建 

 
１F（避難階） 

居室 居室 ２F（避難階） 

共用室 従業員室 

平屋建以外（傾斜地） 

Ⅰ 内装不燃化 
○避難経路を準不燃材料 
○その他の部分を難燃材料 

廊下 

居室 居室 居室 共用室 倉庫 

Ⅱ 内装不燃化を要しない 
①居室区画（扉は自動閉鎖） 
②煙感知器 
③各居室の開口部 
・屋内外から容易に開放 
・幅員１㍍以上の空地に面する 
・避難できる大きさ等 

④２方向避難が確保されている 
⑤火災の影響の少ない時間内に 
屋外へ避難できること 

廊下 

居室 居室 居室 共用室 倉庫 

１ｍ以上 

① 

② 

④ 

③ 
④ 

② ② ② 

① ① ① 

④ ④ ④ 
③ ③ ③ 

屋外 

3 

○１００㎡未満であること 
○入所者が利用する居室が避難階のみ 
○単一用途 

    改正案消防法施行規則第１２条の２「第２項第１号、第２号」（１００㎡未満）の構造 ウ 

② 

第２項 
第１号 

第２項 
第２号 

第２項 
柱書 



4 

参考 
現行の病院・診療所・助産所におけるスプリンクラー設備を設置することを要しない構造（消
防法施行規則第１３条第２項） 

防火区画 

建築物が耐火構造 

地階を除く階数が１１以上 

耐火構造の壁・床で区画 

地階・無窓階以外の部分 

区画は 
２００㎡以下 
（廊下を除く） 

内装制限 

病院 ３０００㎡以上 
診療所・助産所 ６０００㎡以上 

区画は 
１００㎡以下 
（廊下を除く） 

区画・内装の部分の面積をスプリ
ンクラー設備設置対象面積から除
外し、3000㎡又は6000㎡以上であ

れば、区画・内装以外の部分に設
置 

 
 

 

 
  

   

 
  

 
 

 

   

  
 

区画・内装の部分以外の部
分に設置 
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